
Title 相互行為秩序を記述してゆくことの意味
Sub Title
Author 浦野, 茂(Urano, Shigeru)

Publisher 三田社会学会
Publication year 1997

Jtitle 三田社会学 (Mita journal of sociology). No.2 (1997. ) ,p.16- 21 
JaLC DOI
Abstract
Notes 特集Ｉ: 社会学の方法とリアリティ
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AA11358

103-19970000-0016

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その
権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic
societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the
Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


三 田社会 学 第2号(1997)

相互行為秩序を記述 してゆくことの意味

浦野 茂

1. 「秩序問題」に対する立場

 いわゆる 「秩序問題」なるものが社会学を 中心に して数多 く問われてきた。 これはおお

むね社会的現実の成立のメカニズムを問 うもの といえると思 う。この問題に対 して、エス

ノメソ ドロジー ・会話分析 に基づ く相互行為論が とる立場 を大雑把にいえば次のよ うにな

る。まず往々に抽象的 に定義されてきた 「秩序」なるものを相互行為の秩序 と読みかえる。

そ してその相互行為の秩序を実践的に成 し遂 げられるものとみな した うえで、それが成 し

遂げられてゆ くしかたをそのレリヴァンスに忠実に記述 してゆ くとい うものである。そ し

てそれを行ってゆ くさいに、次の ことが前提 となっている。すなわち、その相互行為の秩

序が どうい う秩序であるのか、いいかえれば何の場面であるのか、 この ことはその場面 の

参与者 自身がそのお こないにおいてその場面に対 してみてとれ る(accountable)よ うに し

ている、 とい うことである。 この ことは、H.ガ ーフィンケルが 「メンバーが 日常の出来 事

の場面を作 りだ し維持 してゆ くところの活動 は、その場面を 「みて とれる」よ うにする メ

ンバーの手続 きと同一である」 と述べていることで もある(Garfinkel 1967:1)。

 任意の相互行為場面が何の場面であるかは、その参与者のお こないにおいてその場面 に

おいてみて とれるよ うに成 し遂 げられている とい うこと。なお このことゆえに、相互行 為

場面は研究者にもみて とれ、それがどのように成 し遂げ られているのかを記述 してゆ くこ

とができるわけである。そ してそのさい、参 与者が 「実のところ」何を考えてそのおこな

いを したのか といった 「隠された意図」な どを、その記述に含み込む必要などはない。 と

い うの も、そ うした意図など当の相互行為場 面にとってもたいがいの場合 レリヴァン トな

もの として現れてこないか らである。 ところで他方、言語行為論においては、個々の言語

行為に関する構成的規則のひ とつに 「誠実性 条件」なるものがあげ られている。 「依頼す

る」 とい う行為に関 していえば、その誠実性 条件は 「話 し手は聞き手に…を してほ しい と

実際に思 っている」 となる。つ ま り話 し手はそれを行 うとい う誠実な意図を持たなけれ ば

そ うした行為は成立 しないとい うことで ある。 しか しなが ら(この点は強調 しておきた い

のだが)、 ここでいわれ る誠実な意図な るものは、相互行 為場面にお いて一定 の行為 とし

て(た とえば依頼 として)み て とれ るお こな いがなされているとい う事態か ら定義上生 じ

てくる、相互行為上の期待の レベルに関わる ものであ り、それ以上の ものではない。そ の

意味で こうした条件の想定は余分なのである。

 ともあれ、エスノ メソ ドロジー ・会話分析 に基づ く相互行為論のこうした関心か ら帰結

する事柄は次である。すなわち、任意の相互 行為場面を記述するにさい して、その場面 に
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対 して物理的時空間上お よび因果論上の外部 にある とされ る事柄の影響 を考慮す る必要 は

ない とい うことである。 もちろん相互行為場 面の外部がない とい っているわけでは断 じて

ない。そ うではな くて、相互行為場面においてレ リヴァン トでないよ うな外部の存在をもっ

てそれ を記述す ることを拒否 してゆこ うとい うことなのである。そ してまた、相互行為場

面の外部 自体 もまた、その相互行為にレリヴ ァン トな しかたでそ こにもた らされ るはずだ

と考えるのである。

 エスノメソ ドロジー ・会話分析に基づ く相互行為論のこのような立場に対 しては典型的

には次のよ うな指摘、すなわ ち任意の相互行為場面を可能 に している隠された条件や歴 史

的視点総 じて制度的コンテクス トの欠落 とい う指摘が しば しばな されている。それによれ

ば、こうした立場は相互行為場面の外部の要因を等閑視してお り、またそれゆえに 「批判」

とい う契機が失われているとい う。なおこ うした指摘は、秩序問題に対する次のよ うな方

法上の立場をその背後にもっていると思われ る。すなわち一般的に妥 当する説明要因を設

定 し、それ によって社会秩序を導出 ・説明で きる とす るものである。 しか しである。た と

えば 「儀礼」 とい う概念によって相互行為一般を説明できたと仮に して、相互行為が総 じ

て儀礼的であるとするな らば、何事かをその語の真正な意味で儀礼 と呼ぶ ことの意味 もな

くなるのではないか。要するに、こ うした一般的要因による説明は、対象 となる相互行 為

が具体的に 「何の場面」 として成 し遂げ られ ているか とい う点を見失って しま うことにな

るのである。

 また上でみた ような難点の指摘は外部の要 因とい うものについての概念的混乱にもよる

ものとも思われる。そこでいわれている相互行為場面の外部なるものは、物理的時空間上

および因果論上の外部であ り、 くわえて相互行為場面 とは無関係な形で社会学者によって

観察 された外部であるといえる。 しか しなが ら、先に述べた前提に基づけば、相互行為 場

面の外部 とい うものの現実性 自体、 当の相互 行為にレ リヴァン トな しかたで成 し遂げ られ

るているはずだ といえる。そ して、それがどのような形で成 し遂 げられているか、そ して

そのことで参与者は何 を行っているのか、これ らを記述 してゆ くことはひとつの有効な立

場であると思われ る。 このことを、伝聞の物語 を語 るとい うお こないに関 して以下で簡 単

に例示 してみ よ うと思 う。伝聞の物語は、目下の話者が聞き手であ った ところのかつての

場面、つ まり目下の相互行為場面の外部にお ける語 り手の物語の引用の形 をとりなが ら語

られ るものである。ゆえに目下の相互行為場面の外部へ の言及である といえるだろ う。

2.外 的 コンテキス トへの言及は何を行 っているのか?

 次のや りとりの断片をみてほ しい。このや りとりは、佐渡島の人々の会話において しば

しば話題にあが る トンチボについての聞き取 り調査におけるものである1)。この トンチボ

なる ものは動物であるにもかかわ らず人間に変身 して人を騙 した りとり葱 くなどする存在

として昔話か ら伝説、身近な過去についての記述において当た り前のよ うに佐渡島の人 々
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に よ って 語 られ る とい う。個 々 の細 かな 点 を述 べ る こ とは省 略す るが 、 この調査 場面 は 、

調査 者一 人(U)と イ ン フォーマ ン トニ 人(AとB)の 三者 の間 で 行な われ たや りと りで

あ る。そ して この断片 は具体 的 には 、 トンチ ボにつ いて 体験 の所 在 につ い てのUの 質 問 に

対 して、AとBが そ れぞ れ 自 身(の み)が 主人 公 とな る体 験 の物語 を 語 った後 の部分 で あ

る。

 [トランスクリプ ト2] (1A5)

  81B:ば あ、なにか知ったこたあったらいうて聞かせて=

  82A:=も お(べ つに)そ れぞれ以外にどういたこともねえしさあ(.5)

  83A:ひ 、ひとが(い なあ)聞 いたなんだかて[い うてのお、

  84B:               [うんうん

  85A:こ ないだも見たあ、おれが、おらあのおやが薮か ら(.5)

  86A:薮 って、草薮んなかか ら、やまのたもりにいって、歩いたって

  87B:う ん

  88A:溜 池さ[あ 、=あ るでよ[

  89B:   [うんニ    [うん=

  90A:=で 家いったらちょっと気色わるうなって、

  91A:ん でそんでシュウゾウばあさんがのお、

  92A:こ お、あの::::シ ョウジンばあがおったと[き だ、

  93B:                  [はあああ

  94A:お がみに来てみたちゅう[わ

  95B:          [うんニ

  96A:=そ いたら、その、おれが トンチボが出たちゅうわ

  97A:お れがそのとこ通るおれがおるのんのお、だまあ一って通って、

  98A:こ こ通 してくれっていやええのんを、だまあ一って通して

  99A:へ えて、おれを踏んだとか蹴ったとかした、でそれが腹が立つって=

  100B:=う ん=

  101A:=で 、それをまじないして、っすぐ、気色がよくなっ[た

  102B:                       [うん、

Bに 促 され てAは83行 目で 「ひ とが聞 い た」 と明 示 して物 語 を語 りは じめてい る。 この 点

か ら、そ れ に続 く物 語 が 「ひ と」 か らAが 聞 い た物語 であ り、 くわ えて そ の 「ひ と」 自身

も、明示 されて はい ない何者か か ら聞 いた もの と してAに 語 った物語 で ある ことが わか る。

これ はAに よって 語 られ た伝 聞(の 伝 聞、つ ま り二重 の伝 聞)の 物語 りで あ る。 そ して 内

容 はおお むね 次 の よ うな もので あ る。 この明 示 され て いな い何者 かの 「おや 」が や まの 溜

池 に行 き、帰 ってき た ところ、 気分 が悪 くな った。 そ こで、 おそ ら く祈 祷 師であ る と思 わ

れ る 「シ ュ ウゾ ウば あ さん 」が 「おが んだ 」 ところ、 「トンチボ」 が慧 い た こ とがそ の 原

因だ っだ とわか る(97-99の 部 分 は、 口寄せ にお ける 「トンチ ボ」 の発話 の 引用 で あ る)。

そ こで彼 女が 「ま じな い」 を した ところ、 この 「お や」 の気 分 は回復 した とい う。

 具 体的 に検 討す る に先 立ち、 簡単 な確 認を してお く。会 話 にお いて 出来事 を報告 す る と

きたいが い は物語 の形 を とる。 そ してそれ は 強 い意 味で 相互 行為 的に成 し遂 げ られ る現 象
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としてある。 とい うの も物語の語 り手が適切 に語 り手であるためには、その聞き手 とな る

者か ら、その語 り手 となる者を会話内で一定 の幅を持 った物語の語 り手 としてみな して い

るもの とみて とれるよ うなおこないを獲得す ることが必要 となるか らだ。それに くわえて、

語 り手は、彼または彼女によって語 られ る物語が当の場面 において適切 に 「語るにたる」

ものであることをもその場面に対 して示さな ければな らない。なぜ この物語が、 この語 り

手によって、会話のこの場面において語 られ るのか、これ を聞き手にみて とれるように物

語の語 り手は語 ることを行わなければな らない(少 な くともそ うした期待がある)。 要す

るに、会話において物語を語ることは、ただ たんに語ることを行 うのではなく、特定の場

面のなかでそ してそれに対 して(た とえば正 当化や弁解などとい った)何 事かをみ てとれ

るように行 うことなのだ。ゆえに物語は、それについて語 られているところの事柄その も

の(つ ま り物理的時空間上当該相互行為の外 部 と考えられるよ うな事態)と の関係 におい

てではな く、会話 とい う相互行為場面のひ とつの指 し手として考えられ るべきなのである。

 このことに基づ けば、先の断片について も次のように問えるだ ろ う。先に(省 略 した形

でであれ)述 べたような場面においてそ してそれに対 して、この伝聞の物語は何を行 って

いるのか、 と。

 具体的に示す ことは省略 したが、 この断片以前の部分で、Aは 自身の トンチボについて

の体験を語 った後で、Bの 同意を伴いなが ら 「(ト ンチボ とい うものは)そ のように言 う

わ、聞かされ とるわ」 と述べている。ここでは トンチボの体験が語 られているのではな く、

強いていえば トンチボとい う語ないし概念(の 用い方)が 目下のや りとりの外部にあるコ

ンテクス トを参照する形で、 「説明」されて いる。なお何事かを、その狭い意味におい て

「説明する」のは、あ りうべ き理解が欠如 していた りそれが予想可能な場面においてで あ

る。ゆえにA(とB)の 「説 明する」 ことの うちに、 トンチボ とい う語につい て不案内 で

あ りかつ知る必要のある情報収集者 としてUを 位置づけていることがわかる。

 なお、 これ も例示 することを省略 したのだが、AとBの それぞれの物語は、 一人称単数

の体験過去の物語 とい う特徴 をもつ もの としてこの断片以前の部分で語 られてきていた。

こうした一人称単数の体験過去の受容可能性 は、その物語における記述が(事 実 と対応 し

ているか どうかではな く)そ れ 自体において妥 当な ものとしてみな しうるか否かにかか っ

ている。つま りそ こで語 られている体験の事実性は、その物語における記述の妥 当性の成

否 しだいだ とい うことである。

 以上の点か らABとUの 関係 をみてみ るな らば、 ABは 自身 らの物語の記述の妥 当性につ

いての承認をUに 期待 することはできないとい うことがいえる。 とい うの も、先に述べ た

ように、ABはUを トンチボ とい う語について不 案内であ りかつ 知る必要 のある者 と位置

づけていたか らだ。それゆ えAとBの 各 々の物語 は、Uに 対 して はその事実性に関 して と

て も弱い もの として しか現れ ざるをえない とい うことになる。 くわえて、それぞれの体 験

の物語を語 った後 にAとBは 、 これまで 語ってき たものの他には トンチボについての体 験
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がない ことを述べている。そ してその際、Uは61行 目で 「う一ん」 と呼応 している。

 [トランスクリプト1] (1A5)

  59A:お りゃあそれ以外見たこたね=

  60B:ニ おらも[そ れだけよ=

  61U:   [う二ん

  62A:=見 たこたね=

  62B:=お れおれお::おらあそのとき見ただけ、どっ、

  63B:え 、ト、トラバサミでとられた、とったとき見ただけ

こうした呼応の しか たは、ABの 物語の妥当性 についての潜 在的なあや うさを含意する も

の とみて とれまいか。なぜな らこの呼応 は、AとBが それ ぞれ一度だ け しか トンチボを 目

に したことがない とい うことを焦点化 し、それゆえABそ れ ぞれの物語の記述 の妥当性 を

もあや うい ものにす ることにな るか らだ。 トランスクリプ ト2の部分で、AがBに 促 され る

形で伝聞の物語を語 り始めるのはこ うした場面においてなのである。

 次に伝聞の物語が会話の中で もつ ことにな るひ とつの特質について確認 しよう。伝聞 の

物語は、目下の話者が聞き手であった ところのかつての場面一つま り目下の相互行為場面

の外部一 における、語 り手の物語の引用の形をとりながら、語 られる。その意味でそれは、

目下の場面に対 して、その外部であるかつて の場面での物語を、そのコンテクス トとして

明示的に接合するもの といえる。 こうしたわ けで、そ こで語 られている ところのかつて の

語 り手の態度 とこの伝聞の物語の語 り手との態度 とを切 り離す ことが可能であるよ うな 形

を とってそれは当の場面に現れ うる。伝聞の物語がその内容に対する語 り手の積極的関 与

を期待 されないのはこうした理由によるのだ が、伝聞の物語の語 り手 とかつての語 り手 と

のこ うした切 り離 しの可能性があるゆえに、反対にそれぞれの態度の合致 を作 り上げる こ

とで語 り手は、その物語にお けるかつての語 り手の態度を自身の態度な り主張 を支持す る

もの として扱 うこともできるよ うになる。

 以上述べ てきた ことに基づけば、 トランス クリプ ト2で の伝聞の物語が、それが語 られ

る場面においてそ してそれに対 して何 を行 っているのか をみてとることができよう。Aと

Bは それぞれが語った物語の妥 当性に関 して 、Uの 承認 を期待す ることができなかった。

それは彼 らの体験の事 実性をUに 対 して示す 際の困難 として現れ、ひいては自身らの情報

提供者 としてのあ り方をも危 うくするものである。 さきの伝聞の物語が語られているのは、

こ うした状況の下でそれぞれ の物語の妥 当性 を示すための しかたとしてなのである。 この

ことによって、Aは これまで語 られてきたAとBの 各 々の物語が、伝聞の物語におけるかつ

ての語 り手によって支持 されている ことを示すことになる。つま り、Aが これまで言い聞

かされてきた物語の うちのひ とつに、 自身 らの物語を位置づ けることを行 っているのだ。

そしてそれゆえ、それ らを妥当なもの とされているもの と聴 くことへの指図(inStruCtiOn)

をUに 対 して行ってい るともいえるだ ろう。要す るに、 目下の相互 行為場面に対 して外 的

コンテキス トとなる伝聞の物 語が、目下の場面のAとB自 身の物語に対 して支持を与え る
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ような形で語 られ、それゆえ社会的に受け継 がれ共有 されてきた物語のひ とつとしての位

格 をそれ らに与える ことにな っているのである。そ してそれ と相即的 に、AとBは 適切 な

情報提供者であることができ、またこの一連 のや りとりが 「調査場面」 として成 し遂げ ら

れ ることにもなるのである。

3.結 語

 以上で伝聞の物語 を語 るとい うおこないを例にとり、相互行為場面の外部を引き合いに

出す ことがどのよ うな形で成 し遂げ られてい るか、そ してそのことで参与者は何を行 って

いるのか、これ らを確認 してきた。これか らわかることのひ とつは、目下の相互行為場面

に対 して外部 となる伝聞の物語を語るとい うこと自体が、 目下の相互行為場面の レリヴ ァ

ンスに志向 した形でな されてお り、またその場面を一定の方向へ と編成 してゆ くおこない

の一片 としてなされているとい うことである。つま り、任意の相互行為の外部の事実は、

それが事実であるか ら言及 されるのではな く、それに言及することで何事かを行 うがゆえ

に言及され るのである2)。そ してこの点はおそ らく、相互行為の外部の 「客観的」事実な

どをあ らか じめ規定 してその相互行為を記述 ・説明 してゆ く方法によっては、等閑視 され

て しまう事柄である と思われ る。

註

1)こ の会話断片(1A5)は 、1991年から1994年の間に梅屋潔氏(一 橋大学大学院)に よって行なわれた社会

 人類学的調査において録音されたものである。なお トランスクリプト記号は以下の通り。

  = →参与者間の言葉の途切れのないつなが り    [ →参与者間の言葉の重なりの開始

    →引き延ばされた音            (n)→n秒 の休止

2)な お歴史哲学において物語論を展開しているH.ホ ワイ トは、物語(narrative)一 般に道徳的主張が含み込

 まれているという(Whi te 1987:33ff.)。 具体的にいえば、歴史についての物語的記述が提示される争い

 とい う一定の政治的コンテキス トにおいてこそ、物語化への欲求が生じてくるのだということである。 こ

 うした把握は、過去の出来事という現在のコンテキス トから切り離された外部について物語ることあるい

 は物語を提示することが、現在のコンテキストにおいて何事かを行 うことであるという本報告で確認して

 きた把握に通ずる限 り、全く異論はない。にもかかわらずそれを物語一般の特性として帰属させている点

 において、彼は物語というものを過度に物象視しているといわざるをえないと思われる。

文献
Garfinkel, H.1967."What is ethnomethodology",in Studies in Ethnomethodology, Prentice-Hall.

Goodwin, M. H.1982. "lnstigating":storytelling as social process",American Ethnologist,9-4, pp.799-819.

Sacks, H.1992. Lectures on Conversa tion, Vol.1&II,Blackwell.

White, H.1987."The value of narrativity in the representation of reality",in The Content of the Form, Johns

 Hopkins U.P.,pp.1-25.

                        (う ら の し げ る 慶 慮 義 塾 大 学 大 学 院 法 学 研 究 科)

21


